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会長連載 
 

 
 

※12 月 8 日に厚生労働省 障害福祉課評価・基準係に提出した概要版 詳細はホームページに掲載 

 

近年は家族の高齢化に伴い家族介護が難しくなり、加えて親亡き後の問題が悲痛な声とし

て寄せられ、乳幼児期～学齢期～成人期～高齢期それぞれの成長過程で切れ目なく必要なサ

ービスが受けれない等の課題が山積し、一貫した療育・医療・日中活動・療養介護・レスパイ

ト（短期入所）支援が求められています。   

障害（医療的ケア者含む）のある児者が、地域格差なく生涯を通し安心・安全に生活できる

障害福祉サービスの給付とグループホーム等の多様な住まいの在り方について意見を提出い

たします。 

 

視点１．持続可能な制度とするための課題及び対処方針                                                                                        

・障害福祉サービスを必要とする人の増加と支援ニーズの多様化、人件費、物価高騰がある中

で、今後も重度重複障害者・医療的ケア者・強度行動障害者など高度な専門的支援を必要と

する利用者は増加しているにもかかわらず現場の対応は十分に確保されていない。財源の

不足が課題で、障害福祉サービスにかかる費用の総額を自治体別にニーズ調査を行い総需

要量を把握し、基盤整備と必要な支援員・人材育成にかかる費用を算出して総需要額に対

し施策を検討する時代と考えます（自立支援法スタート時点では障害福祉サービス利用者

と提供事業者間で対応に戸惑いがあり費用額がすくなかった）                                                       

・生活介護事業所で土日祭の休日が多く、家族の急用など利用できない等の課題と障害福祉

サービス（訪問系介護）で地域格差が全国的にあり、平日と土日祭の報酬上の評価をする

ことが、利用者側の要望で、働き手に対しても働きやすい環境を整えることになる 

 

視点２．令和６年度報酬改定後の経営・賃上げの状況 

・生活介護事業所は営業日 1日換算からサービス時間換算になり、サービス提供時間を延長

することによる増収策を採用しても利用者の体調等考慮しなければならない状況もあり

運営的に厳しいものがあり、運営者と利用者の状況を鑑みた報酬のあり方を検討していた

だきたい 

・報酬改定は 3年ごとだが、職員の給与は毎年アップさせる必要がある。現状で職員の定着・

増員は難しいものがあり理由は多職種と比較して低水準にある 

・入所支援単価があまりに低いため、夜間支援体制が不十分となり、夜勤職員の確保が難し

い上夜間の重症化が多くみられ、見守り体制が十分に確保される報酬単価とする。また入

所者が帰宅するときの在宅医療、障害福祉サービスが認められない状況もあり施策の緩和

策が求められる 

 

視点３．質の高いサービスを提供、課題及び対処方針 

・処遇改善加算を手当てとして支給してきたが、将来的に加算の減額となった場合は収入源

となる。加算でなく報酬として算定することを求める 

・令和６年度の規制改革推進検討会で、医療的ケアに関する規制緩和策を早急に実すること

が必要です 

・親亡き後の住まいとして要望の強いグループホームの整備と重度障害者が利用しやすい

人材確保（複数配置）のため報酬上の評価を現実のものとする 
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流行続くインフルエンザ 広がる変異ウイルス「サブクレード K」とは？ 
 

インフルエンザの流行が続いている。厚生労働省の 12/5 の発表によると、全国の定点医療

機関から報告された直近の 1週間（11月 24～30日）の患者数は、1カ所あたり 44・99人。

前週から減ったが、警報レベルとされる「30人」を大きく超えている。「サブクレード K」

と呼ばれる変異ウイルスの広がりも報告されている。 

 国立健康危機管理研究機構（JIHS）によると、海外から入国した人から採取した A型

（H3N2）のウイルス 186検体のうち、138 例がサブクレード Kだった。国内の患者から採取

した 23検体のうち、22検体からもサブクレード Kが検出された。 

 この変異ウイルスによって起きる症状や重症度などは、従来のウイルスと大きくは変わら

ないと考えられるという。 

現在使われるワクチンは、この変異ウイルスには対応していないとして、効果を心配する声

もある。 動物実験では、効果が低下している可能性も示唆された。ただし、英国の研究で

は、子どもで 72～75%、成人で 32～39%の重症化予防の効果が確認された。 

英国で使われているワクチンは、日本とは製造方法などに違いはあるものの、対応している

ウイルスは共通しているため、JIHS は一定の重症化予防などの効果は期待できると考えら

れる、としている。 

 一方、感染症に詳しい菅谷憲夫・けいゆう病院（横浜市）名誉参事は「日本のワクチンが

サブクレード Kに対し、どれくらいの重症化予防の効果があるのか現時点ではわからない」

と慎重な見方を示す。それでもワクチンの一定の効果を期待し、「感染すると重症化しやす

い子どもや高齢者らに感染を広げないため、健康な大人もワクチンを接種してほしい」と呼

びかける。 

 さらに、手洗いやマスク着用など、基本的な感染対策も重要と指摘。「インフルエンザ感

染が疑われるときは早めに受診して検査を受け、陽性なら抗ウイルス薬による治療を受ける

ことが重要。抗ウイルス薬は変異ウイルス、サブクレード Kにも有効」と菅谷さんは強調す

る。 

インフルエンザワクチンは、発病を抑える効果と重症化を防ぐ効果があり、特に高齢者や基

礎疾患を持つ方にとって重要です。 

 

インフルエンザワクチンの効果 

1．発病を抑える効果: インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスに対する免疫

を強化し、発病のリスクを低下させる効果があります。例えば、2023/2024 年シーズンの研

究によると、2歳から 17歳の小児では 63～65%、18 歳から 64歳の成人では 36～55%、65 歳

以上の高齢者では 40～55%の有効性が報告されています。  

2．重症化を防ぐ効果: ワクチン接種により、インフルエンザにかかった場合でも重症化す

るリスクを大幅に低下させることができます。特に 65 歳以上の高齢者においては、34～55%

の発病を阻止し、82%の死亡を防ぐ効果があるとされています。  

1．副作用: ワクチン接種後には、接種部位の痛みや発熱、倦怠感などの軽微な副作用が見

られることがありますが、通常は数日で回復します。 
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中央情勢 
下記の記事につきましては、2025年度全国大会（札幌）にて紹介されたものです。 

 

障害児福祉施策の動向 
 

こども家庭庁支援局障害児支援課 

障害児支援専門官 縄田裕弘 

１． はじめに 

改正児童福祉法と令和６年度障害福祉サービス等報酬改定が施行され１年が経過しました。

この間、児童発達支援センター等を中核とした障害児支援の体制整備や医療的ケア児や重症

心身障害児の支援の充実、障害児支援分野の人材育成の構築等を進めてきました。  

本稿では、障害児支援施策の動向として、児童発達支援センターの中核機能と医療的ケア

児や重症心身障害児（以下、医療的ケア児等）への支援、障害児支援における人材育成につ

いてご紹介します。 

 

２．児童発達支援センター等を中核とした障害児支援の体制整備 

令和６年の改正児童福祉法の施行により、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる

体制整備を促進するため、福祉型と医療型に分類されていた児童発達支援センターが一元化

され、さらに令和６年度障害福祉サービス等報酬改定により児童発達支援センターの基準・

報酬面での具体化が図られました。  

児童発達支援センターは、地域全体の障害児支援体制の充実強化を図るため、① 幅広い高

度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、② 地域の障害児支援事業所に対するスーパー

バイズ・コンサルテーション機能、③ 地域のインクルージョンの中核機能、④地域の発達支

援に関する入口としての相談機能の４つの中核機能を整備することとしています。こどもや

家族に対して身近な地域で４つの中核機能を提供できる地域の支援体制を整備することが重

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

３．医療的ケア児等への支援 

医療的ケア児が在宅生活を継続していこうとする場合、その心身の状況に応じて、保健、

医療及び障害福祉だけでなく、保育、教育等における支援も重要です。 

医療的ケア児及びそのご家族等が安心して必要な支援を受けるためには、医療、福祉、保

健、保育、教育等、関係行政機関や関係する事業所が、連携し医療的ケア児の増加や多様化

に対応できるよう、国は平成 28年に児童福祉法を改正し、地方公共団体は、人工呼吸器を装

着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児（医療的ケ

ア児）の支援に関する関係機関の連携について一層の推進を図るよう努めることとしました。

また、令和３年６月には、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（以下、医

療的ケア児支援法）」が成立し、同年９月より施行されました。この法律では、医療的ケア児

やその家族への支援について基本理念を定め、国・地方公共団体の責務を明らかにするとと

もに、保育及び教育の拡充についての施策、医療的ケア児支援センターの設置等について定

め、医療的ケア児の健やかな成長やその家族の離職の防止し、安心してこどもを生み、育て

ることができる社会の実現に寄与することを目指してきました。 

法では、都道府県及び医療的ケア児支援センターが、 

・ 医療的ケア児等に対して行う相談支援に係る｢情報の集約点｣になること 

・ どこに相談をすれば良いか分からない状況にある医療的ケア児の家族等からの相談をま

ずしっかりと受け止め、関係機関と連携して対応すること 

・ 医療的ケア児等に対する、医療、保健、福祉、教育、労働等の多機関にまたがる支援の調

整について、中核的な役割を果たすこと 

を期待して、医療的ケア児支援センターを設置することを規定しており、令和６年２月には、

47 都道府県全てに医療的ケア児支援センターが設置されました。 
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４． 医療的ケア児等総合支援事業について 

平成 31 年より、地域において医療的ケア児等の受け入れが促進されるよう、必要な支援の

提供が可能となる体制を整備し、医療的ケア児等とその家族の地域生活支援の向上を図るこ

とを目的に「医療的ケア児等総合支援事業」を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、令和５年度より、家族の負担軽減・レスパイトや就労を支える観点から、医療的ケ

ア児や重症心身障害児を一時的に預かる環境を整備する事業も整備されています。 
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５．障害児支援における人材育成について 

「こども未来戦略」において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られる

よう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める」とされており、これを踏まえ、「障害児

支援における人材育成に関する検討会」を昨年 12 月より開催し、今般報告書案が取りまと

められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．おわりに 

身近な地域でこどもと家族をまんなか（中心）に地域の関係者・関係機関が連携して、

「切れ目なく」、「漏れなく」、必要な支援が行われる地域づくりが進められるよう、また、個々

のニーズに応じた質の高い支援を提供する体制を整備され、こども施策全体の中での支援を

進めインクルージョン（社会的包摂）を推進できるよう、今後も引き続き取組んでいきたい

と考えています。 
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さわやかレクリエーション事業 
 

 

今年も全国各地で、さまざまなレクリエーション事業が実施されました。 

スポーツや芸術活動、野外活動など、多彩な取り組みを通じて、多くの方々に交流や楽しみ

の場が広がったことと思います。 

特に本格的な寒さを迎える前には屋外での活動も数多く行われ、参加者の皆さまの笑顔が印

象的でした。今回は、その中から大分県で実施された事業をご紹介いたします。 

 

大分県肢体不自由児者父母の会連合会よりお申 

込みをいただき、11月 15 日にアートイベント 

「ART de HEART BEAT!」が開催されました。   

参加者は、地元サッカーチームのキャラクター 

や着物の端切れ、魚の形など、それぞれが好き 

なものや身近に感じる題材を選び、ペンキとロ 

ーラーを使って画用紙に色を重ね、作品を完成 

させました。 

 

 

制作を通じて手指機能の向上が期待できるだけでなく、一人ひとりが制作過程を楽しみ、達

成感を得ることができました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

また、絵画教室の講師を招いたことで専門的なアドバイスを受けながら制作を進めること

ができ、さらに、障がいのある方が使いやすいよう工夫された用具を活用することで、制作

がより円滑に進みました。   

参加者の皆さまが思い思いの表現を楽しみ、充実した時間 

を過ごされた様子がうかがえます。さらに、この取り組み 

は地元ケーブルテレビや新聞にも取り上げられ、地域の 

方々にも広く紹介されました。 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                               

今年度のさわやかレクリエーションは 2026 年 2月末までの実施をお願いしております。 

CTB メディア（ケーブルテレビ局） 今日新聞社 
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心の輪を広げる体験作文 入賞作品紹介 

 

 

最優秀賞受賞 

私の願い 
肢体不自由特別支援学校 5 年 

TɵU さん（女性） 

「待てー!負けないぞ!」  

鬼ごっこ。友達を追いかける私。誰の力も借りずに遊ぶ自分の姿をいつも夢に見ていた。 

四年前、珍しい病気の私は、お母さんの付き添いで近所の学校に入学した。お兄ちゃんやい 

とこたちのいる学校に通いたかったからだ。二年間、お母さんは仕事を休んで毎日学校に来 

てくれた。三年生で ようやく付き添いはなくなったが、学校生活は課題が多く、学校に行 

くのが辛くなった。四年生に進級した時、特別支援学校に行こう、と自分で決めた。決心し 

た後は、心が軽くなった。転校まであと三ヶ月というある日、お母さんが私に聞いた。 

「ちーちゃん、今の学校でやり残したことはないの?」 

「鬼ごっこ・・・。」 

どうせ無理だろう、と思いながら小さな声で言った。それに対して、お母さんは私がそう言 

うだろうと知っていたかのように、 

「よし!その願い、叶えよう!」 

と迷わず、笑顔で答えてくれた。私はびっくりしたのと同時にうれしくて、ワクワクした。 

お母さんはその日から、学校の先生や病院の先生、同じ学年のお母さんたちにたくさん相 

談をしてくれた。そして、車いす大運動会を行うことが決まった。種目は、パラバルーン、 

鬼ごっこ、リレー。これらは幼稚園から学校生活の中でやりたかったけれど私だけできなか 

ったことだ。危ないから、という理由でやらせてもらえず、悲しかった。ほぼ見学で、本当 

はみんなと一緒にやりたいのにどうしてできないのだろう、どうしてこんな体なのだろう、 

と後ろ向きに考えることばかりだった。しかし、今回は参加者みんな車いすに乗って行うこ 

とになった。一緒に運動できるなんて初めてで、考えただけでも楽しくて、毎日その日を指 

折り数えるようになった。幼稚園の先生、支援級の先生や支援員さん。学校でお世話になっ 

た担任の先生達。学級の友達や車いす仲間。あっという間に参加者が五十名以上になった。 

本当にありがたかった。 

三月一七日、当日。これまで運動会といってもあまりなかったソワソワした気持ちで、早 

起きしてしまった。 

車いす運動会の会場に入ると、障害の有る無しに関わらず、これまで私に関わった人達が 

たくさん集 まっていた。 

「ちーちゃん! 頑張ろうね!」 

「負けないからね!」 

感じたことのない競争心が自分の中でわき上がっていた。いよいよ始まる。 

一番心に残ったのはリレーだった。みんなコーンのカーブが苦戦している。直線も左右に 

ふらふらしていた。私はこれまでスタート地点に立ってもドキドキしたことはなかった。い 

つも付き添いの人が押してくれるので、自分の力は勝敗に関係なかった。大人が押すのとき 

は特に、気を使ってビリになることが決まっていた。でも今日は違う。よーい、というかけ 

声はこんなにきん張するものなんだ、と思った。私のライバルは車いす仲間だった。それを 

みた友達が 

「すごい! どうやったら速くなるの?」 

と言ってくれた。学校も学年も違うけれど、私の学校の友達と車いす仲間が車いすの操作を 

教え合いながら鬼ごっこを始めていた。私は関わりが生まれたことがとても嬉しかった。 

その後のバルーンもできる動きを曲に合わせて行うことができた。先生のかけ声で、当時 

の様子が目に浮かんだ。今はみんなの笑顔の輪の中で、私も一緒にできている。 
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こんな夢のような時間のおかげで、私は自信を持って転校することができた。もっと障害 

の有る人と無い人が自分らしく一緒に過ごせるイベントや環境があれば良いと思う。それ 

が私の次の願いだ。そのために私は、障害の有る人と無い人のかけ橋になりたい。 
（令和 6 年版 障害白書より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事からのコーナー 

 

「誰もが祝える」街の灯り      

副会長 松田郁夫 

 

12 月、北陸の空は鉛色に染まり、街にはしんしんと雪が舞い降りる。湿った雪が石畳を静

かに覆い、兼六園の松には雪吊りが施される。金沢駅の鼓門や、街中のイルミネーションが

灯ると、武家屋敷跡やひがし茶屋街の格子戸にも、さりげなくリースが飾られ、和の風情と

洋の祝祭が静かに調和する。華やかさの中に、地元の人々の丁寧な暮らしぶりが垣間見える

のも、金沢らしいクリスマスの一面だ。しかし、その美しい風景の中に、すべての人が等し

くアクセスできているとは限らない。障害のある人々にとって、冬の金沢は時に試練の季節

でもある。雪に覆われた歩道、段差の多い古い町並み。けれど、そんな中でも、誰もが心地よ

く過ごせるクリスマスを目指す取り組みが、少しずつ芽吹いている。町家や歴史的建造物は、

バリアフリー化が難しい場所も多いが、近年では段差解消や多目的トイレの整備など、イン

クルーシブな取り組みが少しずつ進んでいる。クリスマスイベントでも、障害のある人が安

心して参加できるよう、事前の情報提供や送迎支援、サポートスタッフの配置などが工夫さ

れている。障害のある人、日常生活に困難を抱える人、そうした人たちにとって、冬の寒さ

や社会的孤立は、祝祭の喜びを遠ざける壁にもなりうる。だからこそ、地域福祉の視点が、

クリスマスの意味をより豊かに、深くする。地域包括支援センターや民生委員、福祉ボラン

ティアが連携し、地域の集会所での小さな交流会や、手作りの 

カードを届ける活動が行われ、こうした取り組みは、単に 

「イベントを提供する」ことではなく、「あなたを気にかけて 

います」という心を届ける行為です。金沢には、贈り物文化 

が根づいている。水引や加賀友禅のラッピング、九谷焼の 

小皿に添えられたお菓子。こうした「贈る」文化は、クリスマス 

にも生かされていて、地域の施設や子ども食堂では、匿名の寄付 

によるプレゼントが配られ、障害のある子どもたちにも「サンタ 

さんが来た」と笑顔が広がります。贈り物は、物質的な支援であると同時に、「あなたを大切

に思っている」という社会的メッセージでもあります。それは「誰もが取り残されない社会」

をつくるための、小さな実践の積み重ねでもあります。祝祭とは、ただ楽しむだけでなく、

「ともにある」ことを確かめ合う時間なのかもしれない。 

内閣府よりお知らせ 

「障害者週間」オンラインセミナー 

日 時 ：令和 7 年 12月３日（水）～26 日（金） 

参加方法 ：入場無料（どなたでも入場可） 

内 容 ：障害及び障害のある人に関する理解を促進するた 

め、オンライン配信により、障害者週間の趣旨にふ 

さわしいセミナーを各団体と連携し開催する。 

 
左記 QR コードより入っていただき、下へスクロール 

をお願いいたします。 
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全肢連 清水会長スケジュール 

11 月 清水会長スケジュールをご報告いたします。 

 

・指導者セミナー佐賀出席（7日～8日） 

→講師資料作成 

  →講師 

・指導者セミナー滋賀出席（15日） 

→講師資料作成 

  →講師 

・令和７年度 広島研修会出席（17日） 

  →野田聖子先生講演 

  →講演 

・全肢連事務局（20日） 

  →事務 

・指導者セミナー東京出席（21日） 

→講師資料作成 

  →講師 

・指導者セミナー鳥取出席（29日～30日） 

→講師資料作成 

  →講師 

 

 

青森県東方沖地震について 
 

被害確認とお見舞いのお願い 

2025 年 12月 8日午後 11時 15分ごろ、気象庁によると、青森県東方沖 を震源とするマグニ

チュード 7.5〜7.6 の強い地震が発生しました。最大震度は八戸市などで 震度 6 強 を観測

し、北海道・東北地方を中心に広い範囲で揺れが感じられました。 

この地震により、沿岸部には津波警報や注意報が発令され、一時的に津波が観測された地域

もあったとの報告があります。 

また、地震後、気象庁および内閣府は、北海道・三陸沖後発地震注意情報 を発表し、今後 1

週間程度は警戒を強めるよう全国に呼びかけています。 

 

お見舞いとお願い 

このたびの地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 

まずは、会員の皆さま、関係施設・事業所のみなさまがご無事であることを願っております。

全肢連では、会員や関係する施設等で被害が確認された場合、これまで通り必要に応じてお

見舞いのご案内をさせていただきたいと存じます。会員の皆さまや関係団体の方々で被害に

遭われた方がいらっしゃいましたら、お知らせください。 

 

今後の注意と防災の呼びかけ 

今後、余震や津波・土砂災害の可能性があります。 

沿岸部や川沿い、地盤の弱い地域にお住まいの方は、引き続き警戒を。 

また、冬本番を迎える前であり、暖房器具や灯油の準備も含めて、「すぐに避難できる体制」

の確認を。 

さらに、近年は冬場の感染症（インフルエンザなど）の流行も心配されます。避難所におけ

る体調管理にもご留意ください。 
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全肢連事務局からのお知らせ 
 

今後のスケジュール 
全肢連事務局 仕事納め  12月 26日（金） 

全肢連事務局 仕事始め  1月 5日 （月） 

和やかレクリエーション  2月 21 日 （土） 

令和 7 年度  理事会   3月某日 

 

 

         2026年あーと展カレンダーを都道府県肢連様へ発送いたしました。ご確認いただけます 

ようお願いいたします。 

 

         2025年度版事務局調査のご協力をお願いいたします。変更事項、わ・いずみの発送部数等 

 の更新もご記入ください。 

 

         【Webあーと展覧会 2025】開催は、2026 年 1月半ば以降を予定しております。 

 

         全肢連情報は毎月 15日発行（土日祝日の場合は翌業務日）となります。発行のお知らせ

等ございませんので、あらかじめご了承ください。 

 

               12月 27日～1月 4 日まで、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。 

 何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。 

 

編集後記 
 

JKA の指導者育成セミナーがすべて終了し、あーと展 2026 カレンダーの発送も行いました。 

着々と年の瀬が近づいてきていることを実感します。 

今年一年、ご協力いただきました皆さま、本当にありがとうございました。清水会長が今月

号で触れられていたように、インフルエンザの流行は続いており、我が家でも影響がありま

した。息子は学級閉鎖により、楽しみにしていた遠足が二度延期に。娘は人生で初めてイン

フルエンザにかかり、常用薬との兼ね合いで薬剤師さんに相談をするなど、家族でその大変

さを改めて実感する日々でした。 

皆さまもどうか体調に気をつけて、あたたかくお過ごしください。一年ありがとうございま

した。（上邨） 
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